
議案第４８号

町有財産の貸付について

町内の産業振興に資する町有財産を下記のとおり無償で貸し付けることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定

により議会の議決を求める。

記

１ 貸付財産  

土地の所在 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁

字五ノ幡２９０５番７ 他１筆

面 積 ３，７０５㎡

２ 貸付の相手方 鹿児島県南九州市川辺町平山４１０９番地

農業法人神バナナ株式会社

代表取締役  東  晃

３ 無償貸付の期間  令和３年１１月５日から３年間

令和 ３年 ９月 ７日提出

みやき町長 岡  毅

提案理由

この議案は、平成３０年９月定例会において承認された、町内の地域活性化に

大きく寄与する国産無農薬バナナ栽培に取り組む企業に対する町有地の無償貸

付けを３年間延長するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、

議会の議決を求めるものである。



土地賃貸借変更契約書（案） 

平成３０年１１月５日付けでみやき町（以下「甲」という。）と農業法人神バナ

ナ株式会社（以下「乙」という。）との間で締結した土地賃貸借契約書（以下「原

契約書」という。）の一部を次のように変更する契約を締結する。 

（賃借料無償期間の変更） 

 第１条 原契約書第７条第２項に基づき、賃借料の無償期間を３年間延長す

る。 

（契約の効力発生日） 

第２条 この契約の効力は、令和３年１１月５日より発生する。 

（契約の費用） 

第３条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。 

上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙両者が記名押印の

うえ、各自その１通を保有するものとする。 

令和  年  月  日 

甲 （賃貸人） 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾７３７番地５ 

みやき町長   岡  毅   印 

乙 （賃借人） 鹿児島県南九州市川辺町平山４１０９ 

農業法人神バナナ株式会社 

代表取締役   東  晃   印 
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